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第２３期佐世保市農業委員会第３７回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和２年６月２６日（金） １３時３０分から１５時１５分 

 

２ 開催場所  佐世保市役所 ４階 全員協議会室 

 

３ 出席農業委員（１９名） 

 

４ 欠席農業委員 

   無し 

 

５ 出席推進委員（１８名） 

 

６ 欠席推進委員 

無し 

 

７ 農業委員会事務局職員 

事 務 局 局 長  中里 忠義 

事 務 局 次 長  菊永 朋美 

委員  １番   有馬 秀志 

委員  ２番     川上 宗康 

委員  ３番   阿波 茂敏 

委員  ４番   長谷川 清美 

委員  ５番   八並 秀敏（会長） 

委員  ６番   浦  清一 

委員  ７番   川口 勇二 

委員  ８番   小川 德衛 

委員  ９番   井手 源一郎 

委員 １０番     辻  茂樹 

委員 １１番   近藤  誠 

委員 １２番   冨川 利光 

委員 １３番   水口 一男 

委員 １４番   田中 広昭 

委員 １５番   西尾 政喜 

委員 １６番   赤木 行秀 

委員 １７番   松永 信義（副会長） 

委員 １８番   内野 正実 

委員 １９番   大宅 和子 

針尾地区    原  和文 

江上地区    北村 憲治 

宮地区      坂口 要 

三川内地区    中里 政義 

早岐地区    久野 利幸 

日宇地区    磯本 安男 

佐世保地区    松永 豊吉 

柚木地区    宮﨑 敦 

大野地区    牟田 昇 

皆瀬地区      山口 良行 

中里地区      永田 富士夫 

相浦、九十九地区   伊賀﨑 典正 

吉井地区      近藤 博 

世知原地区     岩佐 孝 

宇久地区      菅 徳雄 

小佐々地区     松田 眞 

江迎地区      小川 憲人 

鹿町地区      山口 英男 
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事 務 局 係 長  博多屋 孝昭 

事 務 局 主 査  藤 和弘 

事 務 局 主 査  岩佐 隆志 

事 務 局 主 査  岩崎 孝典 

事務局主任主事  田中 豊 

事務局主任主事  牟田 雄介 

 

８ 議事日程 

議事録署名委員の指名 

 

第３７６号議案  農地法第４条第１項及び第５条第１項の規定による許可申請について 

第３７７号議案  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

第３７８号議案  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第３７９号議案  農地改良届について 

第３８０号議案  非農地通知の取消について 

第３８１号議案  非農地通知について 

第３８２号議案  農地法第３条の規定による許可申請について 

第３８３号議案  農用地利用集積計画（案）について 

第３８４号議案  農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）について 

第３８５号議案  農用地利用配分計画（案）について 

   

報告１  農地法第３条の３の規定による届出の報告について 

報告２  農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告３  農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告４  農地法第５条の規定による許可申請の取下申立書の受理について 

報告５  農地転用許可不要案件の受理について 

報告６  裁判所及び法務局への農地現況回答について 

報告７  都市計画法に係る開発事前審査開催状況について 

報告８  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告９  農用地利用集積・配分計画解約通知について 

 

９ 会議の概要 

 

副 会 長   皆さま、こんにちは。佐世保市農業委員会第３７回総会を開会いたします。一、開会。 

①会長挨拶。 

 

会 長   皆さま、こんにちは。昨日は大変激しい雨でしたけども、今後も大きな被害が出なけ

ればいいと思います。さて、本日まで、新しい制度の農業委員会として、農業委員・最

適化推進委員という中で総会を行ってきた所でございます。委員並びに職員にもご足労
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かけた次第ですが、どうにか最終の３７回総会を迎えることができました。 

思い返すと一番大きな案件は宇久メガソーラー事業ではなかったかと思っています。

現地確認等、皆様のご協力の中で審議を行うことができました。ただ、終わった訳では

なく、宇久メガソーラーについては、私たちも責任の一端を担っていることについて頭

の隅に置きながら、宇久の営農をどうしていくか、今後も注視して参りたいと思ってお

ります。 

それから、今期で勇退をなされる農業委員・推進委員の皆様には大変ご苦労様でした、

心からお礼とお労いを申し上げたいと思います。 

そしてまた、私と松永副会長、それぞれにご信任をいただき、手探りの中でしたが本

日の総会を迎えることができました、ひとえに皆様方のご協力のおかげだと重ねてお礼

を申し上げます。 

長くなりましたが、２３期最後となる総会の開会の挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 

副 会 長   それでは②委員定足数報告を事務局よりお願いいたします。 

 

事 務 局   はい、事務局です。委員の定足数についてご報告いたします。本日、欠席委員はござ

いませんので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項及び佐世保市農業委員会会議

規則第６条の規定により、本総会が成立していることをご報告いたします。以上です。 

 

副 会 長   ありがとうございました。それでは、③議事録署名人については、３番 阿波茂敏委

員、４番 長谷川清美委員、補充として６番 浦清一委員にお願いいたします。 

 

議 長   それでは早速、議事に入らせていただきます。 

第３７６号議案 農地法第４条第１項及び第５条第１項の規定による許可申請につい

て事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３７６号議案 農地法第４条第１項及び第５条第１項の規定による許可申請

について、ご説明いたします。 

今回の申請案件については、一つの事業計画において農地法第４条第１項の規定によ

る許可を要する筆と第５条第１項の規定による許可を要する筆が混在しており、それぞ

れ申請を行い、許可を得ることが必要となることから、通常案件と分けて審議をお願い

するものです。 

さて、議案の説明に入らせていただきます。１番、鹿町地区。申請者、譲受人、譲渡

人は記載の通りです。申請地所在は、鹿町町深江潟で４条許可申請を行う農地が１筆、

５条許可申請を行う農地が１筆の計２筆。地目は、登記田、現況休耕です。面積は２筆

合計で７７３㎡。転用目的は集合住宅で、施設は集合住宅１棟、木造２階建、建築面積

２３６．３０㎡、駐車場１４台分です。耕作者はなし。農地区分は、農振内白地で MR

江迎鹿町駅よりおおむね３００ｍ以内に位置する第３種農地に該当いたします。 
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参考事項としまして、こちらは、MR江迎鹿町駅から西に約２５０ｍの位置にあります。

被害防除計画の内容としては、造成計画、盛土最高１．０ｍ、土留め工事を行う。擁壁

を設ける。日照通風、建物の高さを加減、７．５ｍ程度、隣接農地への通路を確保する。

排水計画は、雨水は溜桝から水路放流、汚水、生活雑排水は合併浄化槽から水路放流と

なっております。一般事業計画書添付。土地利用計画平面図添付。建物平面図立面図添

付。融資予定証明書添付。都市計画法関係は非線引き都市計画区域です。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番、鹿町地区。 

 

１ ８ 番   １８番内野です。６月２２日に私と山口委員と申請人で立ち合いを行いました。 

申請人の農地についてですが、申請人は耕作しておらず貸していたのですが、借りて

いた方も高齢で耕作できなくなり、又、申請人も耕作できないとのことでアパートを建

てるといった話になっていたようです。それと、隣接する譲渡人の農地についても休耕

地であり、今後も耕作できないとのことで、一緒に買って欲しいといことで申請された

ようです。やむを得ないと思って見てまいりました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当の推進委員の意見を求めます。 

 

山口委員   鹿町地区の山口です。今、内野委員の説明のとおり、特に問題ないと思って見て来ま

した。以上です。 

 

議 長   この案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

        

委  員   （なし） 

 

議 長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議 長   賛成多数ですので、第３７６号議案については、許可相当として県に進達することと

いたします。 

次に、第３７７号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請について事務局の

説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３７７号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

１番、江上地区。申請者は記載のとおりです。申請地所在は、江上町の２筆。地目は、
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登記田、現況休耕です。面積は２筆合計で７９５㎡。転用目的は農機具洗車場で、施設

は洗車場です。耕作者はなし。農地区分は、農振内白地で特定土地改良事業等の施行に

係る区域内の農地であるため、第１種農地となりますが、不許可の例外として、集落接

続に該当しています。参考事項としまして、こちらは、東明中学校から北東に約１８０

ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、盛土最高０．５ｍ、切土最高０．

５ｍ、土留め工事をする。洗車に伴う泥の流出については沈砂池の設置により防除する。

日照通風、建物の建築はなく、日照及び通風などへの影響はない。排水計画は、雨水は

自然流下、汚水、生活雑排水は生じない。一般事業計画書添付。土地利用計画平面図添

付。造成計画縦横断面図添付。預貯金残高証明書添付。佐世保農業振興地域整備計画変

更通知書添付。土地改良区意見書添付。都市計画法関係は許可不要です。 

２番、皆瀬地区。申請者は記載のとおりです。申請地所在は、菰田町。地目は、登記

畑、現況畑です。面積は８８９㎡。転用目的は牛舎建設で、施設は牛舎１１１㎡、堆肥

舎７９㎡、既存農業用倉庫５２㎡です。耕作者あり。農地区分は、農振内農用地で用途

は農業用施設用地です。 

参考事項としまして、こちらは菰田町公民館から北東へ約６１０ｍの位置にあります。

被害防除計画の内容としては、造成計画、現状のまま利用する。日照通風、建物の高 

さを加減、３．８ｍ程度。排水計画、雨水は自然流下。汚水はおが粉吸着による堆肥化、

生活雑排水は生じない。土地利用計画平面図添付。建物平面図立面図添付。預金通帳の

写し添付。土地所有者の同意書添付。都市計画法関係は許可不要です。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番、江上地区。 

 

２  番   ２番川上です。６月２０日に北村委員と現地確認を行いました。申請地は申請者の土

地で隣接して私道もあります、周辺に対する影響はありません。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

北村委員   江上地区の北村です。当該地区は周囲が本人の土地ということで、又、道路にも挟ま

れていますので周囲に影響を及ぼすことは全くありませんので、問題ないと思います。

以上です。 

 

議  長   次に、２番皆瀬地区。 

 

１ ０ 番   １０番辻です。６月２３日に大宅委員と山口委員とで現地を見てまいりました。 

ここは既に倉庫があって機械等を置いておられました。隣接する農地なので、なんら

影響がないとして見てまいりました。以上です。 
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議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

山口委員   皆瀬地区の山口です。今、辻委員が言われた通りです、よろしくお願いします。 

 

議  長   以上２件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃいますか。 

       はい、西尾委員。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。１番の案件について洗車場とのことですが、あまりにも面積が広い

ような気がしますが、例えば一部を駐車場に使うといったようなことはないのでしょう

か。 

 

事 務 局   はい、事務局です。農機具洗車場ですけども、個人さん１名で使うものではなく、地

域の農業者の皆様にも使っていただくといった形になっております。コンバイン、トラ

クター、２トン車、４トン車など、大きな車も入れるような広さを確保して、地域の方

が、農繁期等に使える農機具洗車場として活用するということで計画されています。そ

れと、沈砂池などを設ける関係上、水を集める部分も含めての申請面積となっています。 

 

議  長   西尾委員よろしいでしょうか。私も広すぎではないかと思って、開会前に事務局に尋

ねたところでした。他に質問はありませんか。 

はい、川上委員。 

 

２  番   ２番川上です。５～６年前に隣接した私道の拡幅工事が行われまして、その際に道路

の高さが若干上がったため、申請地への降り口部分の面積が広く取られた形になってお

ります。その面積もあるので申請面積が広くなっています。土地改良区において初めて

の施設でありますので、地域の方々も農機具を持った人が多いですが、なかなか洗い場

がない状況なので地域貢献といったことも考えての申請となっております。よろしくお

願いします。 

 

議  長   西尾委員よろしいでしょうか。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。わかりましたが、そうであれば単に洗車場ではなく、共同洗車場と

いった名目で申請されたら分かりやすいのではないかと思います。事務局においても、

理由がわかっているのであれば申請者とよく協議して上程していただければよかったと

思います。 

 

事 務 局   はい、今後はどのような目的なのか、分かりやすいような申請をいただくよう検討し

たいと思います。 

 

議  長   他に質問はありませんか。はい、西尾委員。 
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１ ５ 番   １５番西尾です。２番の牛舎建設の件ですけども、造成計画は現状のまま利用となっ

ていますが、少しは勾配があるはずなので均平にならす程度の表現は必要ではないかと

思いました。 

 

事 務 局   はい、確かに現状のまま利用するとなっていますが、地ならし程度は行う形になりま

すので、その旨をきちんと議案に記載して行きたいと思います。 

 

議  長   他に質問はありませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３７７号議案については、許可相当として県に進達いたします。 

       次に、第３７８号議案農地法第５条第１項の規定による許可申請について事務局の説

明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３７８号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明

します。一部訂正がありましたので、本日、差替え分を配付しております。そちらをご

覧ください。 

 １番、江上地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、指方町の４筆。

地目は、登記畑、田、現況荒地。面積は４筆合計２，４０９㎡です。転用目的は精米所、

籾殻置場、駐車場、通路。権利は、所有権移転売買です。施設は精米所１棟、木造平屋

建、建築面積３２㎡、籾殻噴出場２４２㎡、露天駐車場３台分５４㎡、運搬用車両置場

５５㎡、資材置場６８７㎡、通路・車両回転広場５１８㎡、法面１，１３１㎡です。耕

作者なし。農地区分は、農振内白地で１０ｈａ未満の小集団農地の第２種農地に該当い

たします。参考事項としまして、こちらは江上支所から南に約６５０ｍの位置にありま

す。被害防除計画の内容としては、造成計画、切土最高１．３ｍ。一部法面にネット芝

張りし、土砂の流出を防止する。日照通風、隣接に農地はなく、他の土地に被害を及ぼ

すおそれはない。排水計画、雨水は自然流下。汚水・生活雑排水は生じない。一般事業

計画書添付。資材置場等の事業計画書添付。駐車場利用計画書添付。土地利用計画平面

図添付。造成計画断面図添付。建物平面・立面図添付。預金通帳写添付。都市計画法許

可申請受付書添付。都市計画法関係は法３４条第１項第１号該当施設です。 

 ２番、柚木地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、上柚木町の３

筆。地目は、登記田、現況畑。面積は３筆合計１,８８６㎡です。転用目的は資材置場。

権利は、所有権移転売買です。施設は、農業用資材置場５９０㎡、農作業車両置場６６
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㎡、通路・余地、３０４㎡、法面９２６㎡です。耕作者あり。農地区分につきましては

農振内農用地で、用途区分は農業用施設用地です。参考事項としまして、こちらは柚木

小学校から北に約５００ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、

切土最高１．８ｍ。盛土最高１．８ｍ、緩衝地を設ける。法面保護をする。日照通風、

建築物はないため耕作などに被害のおそれはない。排水計画、雨水は水路放流。汚水・

生活雑排水は生じない。一般事業計画書添付。資材置場等の事業計画書添付。土地利用

計画平面図添付。造成計画縦横断面図添付。預金通帳写添付。法人登記簿、定款添付。

佐世保農業振興地域整備計画変更通知書添付。土地改良区意見書添付。都市計画法関係

は許可不要です。 

３番、吉井地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、吉井町田原の

２筆。地目は、登記田、現況休耕。面積は２筆合計２８３㎡です。転用目的は一般個人

住宅。権利は、所有権移転売買です。施設は、住宅１棟、木造２階建、建築面積６７．

９０㎡。耕作者なし。農地区分は、農振内白地で１０ｈａ未満の小集団農地の第２種農

地に該当いたします。参考事項としまして、こちらは吉田乃館から北東へ約２５０ｍの

位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、整地のみ行う。農地との境

界には２段のブロックを施工する。日照通風、建物の高さを加減、８．４ｍ程度。排水

計画、雨水は道路側溝。汚水・生活雑排水は合併浄化槽から道路側溝。土地利用計画平

面図添付。建物平面図、立面図添付。融資予定証明書添付。都市計画法関係は都市計画

区域外です。  

４番、世知原地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、世知原町中

通の２筆。地目は、登記田、現況休耕。面積は２筆合計１，２７９㎡です。転用目的は

太陽光発電施設用地。権利は、地上権設定です。施設は、太陽光パネル３２０枚、パワ

ーコンディショナー５台で設置面積は４９８．５㎡です。耕作者なし。農地区分は、農

振内白地で１０ｈａ未満の小集団農地の第２種農地に該当いたします。参考事項としま

して、こちらは世知原中学校から東に約５００ｍの位置にあります。被害防除計画の内

容としては、造成計画、整地のみ行う。防護柵を設ける。クローバー等を植え、土砂流

出等の被害防止策を行う。日照通風、網目状のフェンスを使用する。建物を作らないた

め、被害の恐れはない。排水計画、雨水は水路放流、自然流下。汚水・生活雑排水は生

じない。一般事業計画書添付。土地利用計画平面図添付。預貯金残高証明書添付。再生

可能エネルギー発電事業計画認定通知添付。法人登記簿、定款添付。都市計画法関係は

都市計画区域外です。 

５番、小佐々地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、小佐々町西

川内の１筆。地目は、登記畑、現況休耕。面積は１５７㎡です。転用目的は資材置場。

権利は、所有権移転贈与です。施設は資材置場１２．０㎡、重機・車両置場１２．０㎡、

作業場１５．０㎡です。耕作者なし。農地区分は農振外で、１０ｈａ未満の小集団農地

の第２種農地に該当いたします。参考事項としまして、こちらは小佐々小学校より北西

に約９００ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、現状のまま

利用する。法面保護をする。日照通風、周囲に農地がないため、被害の恐れはない。排

水計画、雨水は自然流下。汚水・生活雑排水は生じない。一般事業計画書添付。資材置
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場等の事業計画書添付。土地利用計画平面図添付。預金通帳写添付。法人登記簿、定款

添付。都市計画法関連は都市計画区域外です。 

６番、小佐々地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、小佐々町平

原の２筆。地目は、登記畑、現況休耕地。面積は２筆合計４９８㎡です。転用目的は一

般個人住宅。権利は、所有権移転贈与です。施設は、住宅１棟木造平屋建、建築面積１

３６．８㎡。耕作者なし。農地区分は、農振内白地で１０ｈａ未満の小集団農地の第２

種農地に該当いたします。参考事項としまして、こちらは小佐々小学校から北へ約７８

０ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、盛土最高１．９５ｍ、

最低０．５ｍ、土留め工事、擁壁を設ける。日照通風、建物の高さを加減、６ｍ程度。

排水計画、雨水は水路放流。汚水・生活雑排水は合併浄化槽から道路側溝。土地利用計

画平面図添付。建物平面図、立面図添付。融資予定証明書添付。都市計画法関係は都市

計画区域外です。 

以上６件です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番江上地区。 

 

２  番   ２番川上です。６月２１日に北村委員と現地確認を行いました。 

今回の申請にありますとおり、若干土砂が流出する恐れがありますけども、計画にも

土砂の流出防止が挙げられておりますので、その通りに守っていただけたら問題ないか

と思って見てきました。よろしくお願いします。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

北村委員   江上地区の北村です。川上委員が言われたとおり、被害防除計画通り施工していただ

けたら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   次に、２番柚木地区。 

 

８  番   ８番小川です。６月２２日に宮﨑委員と譲受人とで現地を確認いたしました。 

この土地は、以前から譲渡人が耕作できないとのことで、近くの方が耕作されていた

のですけどもその方も亡くなりまして、特にこの土地は譲受人が牛を飼っている牛舎の

隣であり、資材や作業道具の置き場が不足しているので、なんとかそういったものに利

用できないかとのことで、今回申請されました。 

譲受人は専業農家で頑張っておられます、問題は無いと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

宮﨑委員   柚木地区の宮﨑です。譲受人はかなり大規模な繁殖農家でありまして、今説明があり
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ましたとおり、このような場所が必要だと思いました。よろしくお願いします。 

 

議  長   次に、３番吉井地区。 

 

１ ３ 番   １３番水口です。申請者と電話で協議を行ったりしながら、６月２４日に近藤委員と

一緒に現地を確認してきました。現地は長いこと休耕地でありまして、道に挟まれてい

る土地なので、この土地が宅地化されたとしても、近隣農地に与える影響は何もないと

判断してまいりました。 

その土地に入るためには進入路が必要になりますが、排水路を跨いで上がって行くこ

とになりますので、水路関係者との協議はどうだったかについて確認したところ、水路

関係者については施工方法についても理解が得られているということだったので、何の

問題もないと判断してまいりました、以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

近藤委員   吉井地区の近藤です。水口委員から説明がありましたとおり、確認をしてまいりまし

た、以上です。 

 

議  長   次に、４番世知原地区。 

 

１ ４ 番     １４番田中です。６月２４日に現地を確認してまいりました。譲渡人は去年まで牛を

飼っておられましたが、高齢のため辞められて、牛の飼料畑を太陽光パネルにするとい

うことであります。この土地の下に６件程宅地があるのですが、パネルは全部家と反対

の方を向いていますし、雨水の流水についても、この土地の下に幅８０ｃｍ深さ８０ｃ

ｍの側溝が通っていますので何ら問題ないとして見てまいりました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

岩佐委員   世知原地区の岩佐です。今、田中委員が言われたとおり、何ら問題ないとして見てま

いりました、よろしくお願いします。 

 

議  長   次に、５番６番小佐々地区。 

 

１ ６ 番   １６番赤木です。５番について、６月９日に松田委員と事務局職員２名と一緒に現地

を確認して来ました。資材置場、重機・車両置場、作業場ということで、周囲に農地が

無いため被害の恐れはないと思います。 

次に、６番について、６月２１日に松田委員と譲渡人にも立ち合いをして貰って、現

地を確認しました。下に農地があるため、汚水・生活雑排水については合併浄化槽から

道路側溝ということで、被害防除計画通りやっていただければ問題ないと思われます。
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以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

松田委員   小佐々地区の松田です。５番について周囲に農地が無いとのことでしたが、道を挟ん

だところに私のイチゴの育苗床がありますが、特に問題ないと思います。 

６番については、住宅を建てるところの横に池があるので、そのままだと、汚水・生

活雑排水が入ってしまうため、道まで埋め立てて道路側溝に流すということですので、

問題ないとして見てまいりました。以上です。 

 

議  長   １番から６番までの案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３７８号議案については、許可相当として県に進達することと

いたします。 

       次に、第３７９号議案農地改良届について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３７９号議案 農地改良届について、ご説明いたします。 

１番、相浦、九十九地区。届出人は記載のとおりです。土地の所在は、川下町。地目

は、登記田、現況休耕。農地面積、施工面積は１，２００㎡です。農地改良を必要とす

る理由は、農業生産基盤向上のため。参考事項としまして、こちらは、西消防署から東

に約１００ｍの位置にあります。作付計画は、榊、柴。作付予定日は、令和３年２月１

日。工事期間は、令和２年７月１日から令和２年１２月３１日。施工業者、土の採取場

所、土の種類は、記載のとおりで、埋立ての高さは、盛土最高１．３ｍとなっておりま

す。土の量は１，３００㎥、添付書類等は記載のとおりです。こちらは、農振内農用地

です。 

２番、江迎地区。届出人は記載のとおりです。土地の所在は、江迎町乱橋の一筆の一

部。地目は、登記田、現況田。農地面積、施工面積は１９９㎡の内の１６２㎡です。農

地改良を必要とする理由は、県道バイパス工事による河川付替工事に伴い、河川護岸が

嵩上げされるため。参考事項としまして、こちらは、東岩崎公民館から南西に約５００

ｍの位置にあります。作付計画は、水稲。作付予定日は、令和３年６月１日。工事期間

は、令和２年７月１日から令和２年１２月２８日。施工業者、土の採取場所、土の種類

は、記載のとおりで、埋立ての高さは、盛土最高１．５ｍとなっております。土の量は
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２６０㎥、添付書類等は記載のとおりです。こちらは、農振内農用地です。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番冨川です。６月２４日に届出人と土地改良区の理事長さん、営農組合長さん、

土地所有者に電話で連絡して、６月２５日に伊賀﨑委員と一緒に現地を確認して、特に

問題が無いとして見てまいりました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

伊賀﨑委員  相浦、九十九地区の伊賀﨑です。冨川委員が言われた通り問題ないと思います。以上

です。 

 

議  長   次に、２番江迎地区。 

 

１ ７ 番   １７番松永です。６月２１日に県の方から電話があり、小川委員と土地所有者とで立

ち合いまして、嵩上げする必要があるとして見てまいりました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

小川委員   江迎地区の小川です。松永委員が言われたとおり、嵩上げしないと池のようになって

しまうということで届があっております。周りの農地に影響はなく、生きた農地になり

ますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   以上の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

       はい、西尾委員。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。２番の案件について、最高１．５ｍ嵩上げするということですが、

水田の取水について問題はないのでしょうか。 

 

小川委員   現在は、嵩上げを行おうとしている土地に隣接する上段の水田から、田越しによる取

水をしている状況なので、嵩上げしてもそこまで影響がないので大丈夫だと思います。 

 

議  長   それでは他にご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 



13 

 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３７９号議案については、受理することといたします。 

       次に、第３８０号議案 非農地通知の取消について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３８０号議案非農地通知の取消について、ご説明いたします。 

議案記載のとおり農業委員会総会開催日において「非農地」と判断した土地について、

申出等により現地再調査を行った結果、確認に誤りがあったことが判明し、「農地」に

該当すると判断したため非農地通知を取り消すものです。土地の所在、地目、面積等は

記載のとおりです。現地再調査日は、令和２年６月１５日で、現況は耕作中でした。取

消にあたりましては、改めて、非農地通知の取消の通知を土地の所有者または、申出者

に送ることになります。以上です。 

 

議  長   この案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３８０号議案について、非農地通知を取消すことといたします。 

次に、第３８１号議案 非農地通知について、事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、第３８１号議案非農地通知について説明いたします。 

今回の非農地通知案件は、合計で１６２筆、面積８８，０７８.９７㎡となっていま

す。これまでの利用状況調査の結果、Ｂ判定、山林または原野としていたものです。本

総会で承認していただいた分については、所有者に対し非農地通知書を発出し、併せて

関係機関に非農地リストを提出いたします。尚、議案の早岐地区番号４１番から４３番

は、久野推進委員の案件になります。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   早岐地区の４１番から４３番については、久野推進委員の案件ですので、先に審議し

ます。久野推進委員は一時退室をお願いします。 

 

～久野推進委員退席～ 
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議  長   ４１番から４３番について、質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   それでは、４１番から４３番の採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いしま

す。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   ４１番から４３番の案件につきましては、承認いたします。久野推進委員につきまし

ては入室し、着席してください。 

 

～久野推進委員着席～ 

 

議  長   それでは４１番から４３番を除く案件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃ

いますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議 長   賛成多数ですので、第３８１号議案について、非農地通知を発出することとします。 

次に、第３８２号議案 農地法第３条の規定による許可申請について事務局より説明

をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３８２号議案 農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたし

ます。 

１番、針尾地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地針尾中町の１筆、地目

は登記畑、現況畑。面積７９３㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転売買、譲受人

の経営状況等は記載のとおりです。 

２番、三川内地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地塩浸町の４筆、地目

は登記田、現況田及び畑。面積合計１，７５３㎡、農用地区域及び農振内白地、権利の

種類は所有権移転贈与、譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

３番、日宇地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地日宇町の１筆、地目は

登記田、現況田及び畑。面積１９４㎡、市街化区域、権利の種類は所有権移転売買、譲

受人の経営状況等は記載のとおりです。 
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４番、大野地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地楠木町の１筆、地目は

登記畑、現況畑。面積４４㎡、農振内白地、権利の種類は所有権移転贈与、譲受人の経

営状況等は記載のとおりです。 

５番、中里地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地吉岡町の１筆、地目は

登記田、現況田。面積２５㎡、農振内白地、権利の種類は所有権移転贈与、譲受人の経

営状況等は記載のとおりです。 

６番、江迎地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地江迎町志戸氏の１筆、

地目は登記田、現況田。面積２，２６１㎡、農用地区域、権利の種類は所有権移転贈与、

譲受人の経営状況等は記載のとおりです。 

以上６件、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たすも

のと考えます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番針尾地区。 

 

１  番   １番有馬です。６月２５日に原委員と一緒に現地を確認しました。この土地は、先

日、譲受人の父親が亡くなったため息子さんが相続しているのですが、元々、譲受人が

土地を借りて十数年前からみかんを栽培されていることもあり、今回、譲受人の方に土

地を買ってくれないかと言うことで申請が出ています。譲受人が引き続きみかんの栽培

を行うということで、問題ないとして見てまいりました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

原 委 員   針尾地区の原です。譲渡人は両親が亡くなって自分 1人になったのと、漁業をしてお

り農業までは出来ないため、今回の申請に至ったのだと思います。以上です。 

 

議  長   次に、２番三川内地区。 

 

４  番   ４番長谷川です。６月２４日に中里委員と一緒に譲渡人の母親と会うことが出来たの

でお話を聞いてきました。ここは、譲受人の祖母が嫁入り時に土地を持ってお嫁に来ら

れたそうですが、現在は耕作する人が誰もいなくなったので、親族での話し合いの結

果、祖母の生家に返そうかと言うことで今回の申請となったそうです。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

中里委員   三川内地区の中里です。長谷川委員が言われたとおり、こんなこともあるのだと思っ

て聞いてきました、以上です。 

 

議  長   次に、３番日宇地区。 
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６  番   ６番浦です。６月２１日に磯本委員と譲受人にも立ち会ってもらい一緒に現状確認を

してまいりました。この土地を購入しなければ自分の土地に入れないような状況になっ

たとの事情もありますが、耕作目的での購入ですので問題ないと思います、以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

磯本委員   日宇地区の磯本です。浦委員が言われたとおり、何ら問題ないと思います。よろしく

お願いします。 

 

議  長   次に、４番大野地区。 

 

９  番   ９番井手です。６月２１日に牟田委員と一緒に譲受人の息子さんに立ち会ってもらい

確認してきたのですが、市の道路拡張工事のために土地を提供したため、交換という形

でこの土地を譲り受けたとのことでした、特に問題はないと思われます、以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

牟田委員   大野地区の牟田です。井手委員報告のとおり、別に問題ありません。 

 

議  長   次に、５番中里地区。 

 

１ １ 番   １１番近藤です。６月２３日に永田委員と一緒に現地を調査してまいりました。この

土地は、現在工事中である吉岡町のコンビニエンスストアの横になります。特に問題な

いとして見てまいりました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

永田委員   中里地区の永田です。近藤委員から報告があったとおり、問題ありません。 

 

議  長   次に、６番江迎地区。 

 

１ ７ 番   １７番松永です。６月５日に小川委員と一緒に現地へ行って確認してきました。譲渡

人である旦那さんの土地を譲受人である妻に譲るとのことです。譲受人の方が多く農地

を所有しており、集約するとのことで別に問題はないとして見てまいりました。以上で

す。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

小川委員   江迎地区の小川です。平成２３年に譲渡人の息子さんの農地を譲受人が受けられまし
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たが、この土地だけ残っていたため、今回、譲受人へ名義を変えると言うことでした。

水田として毎年耕作されていますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   以上の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委 員   （なし） 

 

議 長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いし

ます。 

 

農業委員      （挙手多数） 

 

議 長   賛成多数ですので、第３８２号議案について、許可することとします。 

次に、第３８３号議案 農用地利用集積計画（案）について事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局   はい、第３８３号議案 農用地利用集積計画（案）について、ご説明いたします。 

利用権の設定は、針尾地区１件、江上地区２件、三川内地区１件、吉井地区９件、世

知原地区１件、小佐々地区１件、江迎地区２件、の計１７件。解除条件付きの利用権設

定は、佐世保地区１件。所有権の移転は、針尾地区１件、宮地区１件、全体で２０件の

集積です。氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとおりです。 

以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   この件について質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員  （挙手多数） 

 

議  長   それでは、第３８３号議案の農用地利用集積計画がすべて承認されましたので、（案）

を削除してください。 

       続きまして、第３８４号議案 農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）に       

ついて事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第３８４号議案 農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）について、ご説明

いたします。 
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農地中間管理事業に係る利用権設定につきまして、宮地区２件、三川内地区２件、柚

木地区１件、江迎地区１件、鹿町地区１件で、合計７件の申し出がありました。氏名並

びに権利の内容等は、記載のとおりです。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長   この件について質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   ありがとうございます。第３８４号議案の農用地利用集積計画【農地中間管理事業】

を承認します。（案）を削除願います。 

次に、第３８５号議案 農用地利用配分計画（案）について、事務局より説明をお願

します。 

 

事 務 局   第３８５号議案 農用地利用配分計画（案）についてですが議案説明の前に今議案に

関連して配分解約通知がなされておりますので、報告９を先にご報告いたします。議案

書４０ページをご覧ください。報告９農用地利用集積・配分計画解約通知について、宮

地区７件、江迎地区５件、鹿町地区３件の計１５件受理しております。以上ご報告いた

します。それでは、議案に戻ります。 

農地中間管理事業に係る農用地利用配分につきまして、宮地区６件、三川内地区２件、

柚木地区１件、江迎地区４件、鹿町地区１件で、合計１４件計画されています。こちら

は、佐世保市長より、農業委員会に対して、利用配分計画を受ける者が妥当であるかの

意見照会がなされたもので、第３８４号議案で審議された農用地利用集積計画の公告が

完了した後に、総会での審議結果を農業委員会の意見として農業畜産課へ回答いたしま

す。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議 長   この件について質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 
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議  長   ありがとうございます。第３８５号議案については承認されましたので、審議結果を

農業委員会の意見として農業畜産課へ回答いたします。 

 

議  長   これで、議案審議が終了しましたので、報告案件に移ります。 

報告１ 農地法第３条の３の規定による届出の報告について事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局   報告１ 農地法第３条の３の規定による届出について、報告いたします。 

針尾地区１件、日宇地区１件、宇久地区１件及び江迎地区１件で計４件の相続の届出

を受理しております。以上報告いたします。 

 

議  長   報告２ 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告に

ついて事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、報告２ 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理

報告について、ご説明いたします。 

       令和２年５月２７日、６月８日、１５日付局長専決事項として、早岐地区１件、日宇

地区２件の計３件受理しております。以上、ご報告いたします。 

 

議  長   報告３ 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告に

ついて事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、報告３ 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理

報告について、ご説明いたします。 

       令和２年５月２６日、６月８日、１７日付局長専決事項として、日宇地区１件、柚木

地区１件、大野地区１件の計３件受理しております。以上、ご報告いたします。 

 

議 長   報告４ 農地法第５条の規定による許可申請の取下申立書の受理について事務局の説 

明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、報告４ 農地法第５条の規定による許可申請の取下申立書の受理について、ご

説明します。５月に開催されました第３６回総会案件として申請がなされていた、江上

地区の案件について、取下申立書を受理しております。以上、報告いたします。 

 

議 長   報告５ 農地転用許可不要案件の受理について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、報告５ 農地転用許可不要案件の受理について、ご説明します。 

農業用倉庫等の農地転用許可不要案件として、日宇地区２件、佐世保地区１件、世知

原地区１件の計４件を受理しております。以上、報告いたします。 
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議  長   報告６ 裁判所及び法務局への農地現況回答について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、報告６ 裁判所及び法務局への農地現況回答について、ご説明します。 

       法務局における地目変更登記申請に伴い、三川内地区１件、相浦、九十九地区１件の

現況照会があり、地区の委員及び事務局職員で現地調査を実施した結果、現況非農地と

して法務局に回答しております。 

       また、裁判所から日宇地区１件、中里地区１件の照会がありましたが、現地の範囲を

特定する書類等の提供がなかったため、現況については不明と回答しています。以上、

報告いたします。 

 

議  長   報告７ 都市計画法に係る開発事前協議開催状況について事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事 務 局   はい、報告７ 都市計画法に係る開発事前協議開催状況について、ご説明します。 

都市計画法に係る開発計画事前審査会が、令和２年６月２２日に、宮地区２件につい

て開催されております。なお、今回の事前協議については、コロナウイルス感染症対策

の一環として、会議形式ではなく、各課からの回答集約による書面形式にて開催されて

いることを申し添えます。以上報告いたします。 

 

議  長   報告８ 農地法第１８条第６項の規定による通知について事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事 務 局   報告８ 農地法第１８条第６項の規定による通知について、ご説明いたします。 

農地法第１８条の規定に基づく利用権の合意解約について、小佐々地区１件を受理し

ております。以上報告いたします。 

 

議  長   報告９ 農用地利用集積・配分計画解約通知については、第３８５号議案の説明の際

併せて説明がありましたので割愛します。 

 

（西尾委員挙手） 

 

議  長   はい、西尾委員。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。報告９についてですが、解約の理由が「耕作不便地により」となっ

ているのですが、集積に関して中間管理機構が審査を行った結果、耕作不便地と言うこ

とであれば、そもそも預からないとしていると思うのですが、なぜこんなことになって

いるのかの説明をお願いします。 

 

事 務 局   事務局です。解約の理由が「耕作不便地により」となっている理由についてですが、
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機構に確認したところ、今回のケースに限らず、元々いい場所ではないけれども、親族

間だから耕作しているといったような土地が他にも沢山あるらしく、それが耕作出来な

くなったので、耕作不便地として書類が提出されています。これまでは、耕作不便地と

いった理由は無かったかと思いますが、実情として今後も出てくると思われます。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。借りる方は元々どんな土地か分かっていると思いますので、機構を

活用して圃場整備を行うとかであれば別ですが、現状のまま利用するのであれば、使え

ないような土地は最初から契約しないようにすべきだと思います。 

 

議  長   今のご意見は確かにそうだと思います。借り手が良ければではなく、後で解約するよ

うな土地であれば事前によく確認するのが本当だと思います。 

 

議  長   他になければその他に移りたいと思います。事務局、お願いします。 

 

事 務 局   【今後の業務スケジュール予定等について】 

【ながさき農業委員会１・１・１運動について】 

【２４期農業委員の辞令交付式について】 

【２４期農地利用最適化推進委員の評価・決定について】 

【退任委員からの農地パトロール用品の回収等について】 

【利用権設定終期に伴う更新通知リストの配付について】 

【利用状況調査協力員の推薦等について】 

【新任農業委員・農地利用最適化推進委員へのレクチャーについて】 

 

議 長   以上で本日の総会を終了したいと思います、副会長からご挨拶をお願いします。 

 

副 会 長   本日、２３期最後の総会となりました。会長と共にこれまでやって来ましたが、なか

なか皆さんからの期待に応えられなかったのではと思っています。総会審議等、皆さん

におかれましては大変よくご協力いただき、本当にありがとうございました。これをも

ちまして、第３７回総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 


